
１　開催日時　　 令和３年３月２３日（火）　９:３０～１１:３５
２　開催場所　　 香美町役場　３階　大会議室
３　出席農業委員（１３人）

会長 １番 古川　功兒
　　会長職務代理者 ２番 中村　成一
　　委員 ３番 岡田　久志

４番 西村　功
５番 井村　壽之
６番 文堂　福一
８番 門垣　日出男
９番 中村　彰男

１０番 山本　薫
１１番 山本　太一
１２番 吉川　正人
１３番 橋本　幸長
１４番 前田　精一

４　欠席農業委員（０人）

５　出席農地利用最適化推進委員（１０人）
代表 １番 中川　君雄

２番 高田　勝
３番 青山　政行
４番 原　君枝
５番 小林　隆夫
６番 田中　晃
７番 田野　豊博

副代表 ８番 東垣　泰彦
９番 毛戸　良久

１０番 本上　純也

６　欠席農地利用最適化推進委員（０人）

７　議事日程
　　第１ 会期の決定 　３月２３日　１日間
　　第２ 議事録署名委員の指名
　　第３　　報 告 (1)農地法第３条の３第１項の規定による届出について

(2)合意解約通知について
　　第４　　議案第44号 非農地証明願承認について
　　第５ 議案第45号 農地法第３条の規定による農地等の所有権移転許可申請承認について
　　第６ 議案第46号 農地法第５条の規定による農地等の所有権移転許可申請承認について
　　第７ 議案第47号 農地法第３条第２項第５号括弧書きに定める別段の面積（下限面積）の指定について
　　第８ 議案第48号 農用地利用集積計画の決定について
　　第９ 議案第49号 農地法第５２条に基づく農地の賃借料情報の提供について

８　農業委員会事務局職員
事務局長 藤原　博文

事務局次長 福島　功
　　　　  書  　  記 寺川　公人

９　会議の概要

議　長

（異議なし）

議　長

議　長

（異議なし）

香美町農業委員会総会（第１３回）議事録

　日程第１　会期の決定を議題とします。おはかりします。会期は本日１日としてよろしいか。

　続きまして、日程第２　議事録署名委員の指名をします。
　本日の議事録署名委員は１３番「橋本幸長委員」と１４番「前田精一委員」にお願いしたいと思います
が、ご異議ございませんか。

　異議なしの声がありますので、会期は本日１日とします。
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議　長

議　長

事務局

議　長

（質問・意見等なし）

議　長

議　長

事務局

議　長

（質問・意見等なし）

議　長

議　長

事務局

　議　長

１４番

議　長

議　長

（全員挙手）

議　長

　次に報告事項２番として、農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知書を５１件受け付けており
ますので、事務局に朗読をさせます。

　①通知者、②土地の表示等、③合意解約日の順に朗読する。

　事務局の朗読が終わりましたが、ご質問やご意見等はございませんか。

　ないようですので、届出を受理することとします。

　番号、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、申請人、利用状況、参考資料として議案資
料①１ページから１０ページです。

　事務局の朗読が終わりました。それでは、議案第４４号　番号1番の非農地証明願について、３月１７
日に現地調査委員であります「前田精一委員」と私が現地調査をしていますので、「前田精一委員」に
現地調査の報告と申請内容の説明をお願いします。

　報告事項１番として、農地法第３条の３第１項の規定による届出を２件受け付けていますので、事務局
に届出内容を朗読させます。

　①届出者、②権利を取得した者の氏名等、③土地の表示等、④権利を取得した日、⑤権利を取得し
た事由、⑥農業委員会によるあっせん等の希望の順に朗読する。

　事務局の朗読が終わりましたが、ご質問やご意見等はございませんか。

　ないようですので、届出を受理することとします。

　質問や意見等がないようですので、採決を取ります。願い出のとおり「可」とすることに決定してよろし
いか。ご異議のない方は挙手をお願いいたします。

　申請場所は、ＪＲ香住駅から県道４号線を北西に５００ｍほどいきたところの花屋を右に５０ｍほど入っ
たところにあります。
　申請地は、現況写真のように駐車場として利用されており周囲は全て住宅です。地目変更登記のた
めの願出です。

　「前田精一委員」から現地調査の報告と申請内容の説明が終わりましたが、ご質問やご意見はありま
せんか。

（質問・意見等なし）

　日程第４　議案第４４号「非農地証明願承認について」を議題とします。事務局に議案の朗読をさせま
す。

　異議なしの声がありますので、１３番「橋本幸長委員」と１４番「前田精一委員」よろしくお願いします。

　異議なしと認めます。それでは、議案第４４号　番号１番の非農地証明願については、証明を「可」と
することに決定します。
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　議　長

１４番

議　長

議　長

（全員挙手）

議　長

議　長

事務局

議　長

（退席）

議　長

１１番

　議　長

議　長

（全員挙手）

議　長

　東垣泰彦委員の退席を求めます。

　日程第５　議案第４５号「農地法第３条の規定による農地等の所有権移転許可申請承認について」を
議題とします。事務局に議案の朗読と３条調査の説明をさせます。

　番号、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、譲受人、譲渡人、譲受理由、譲渡理由、譲
受人耕作面積・耕作者数、参考資料として議案資料①１１ページから２２ページです。続いて、本日お
配りしています議案資料②の調査書をご覧下さい。以下調査書を朗読し、農地法第３条第２項の１号か
ら７号まで確認したことを説明する。

　次に議案第４４号　番号２番の非農地証明願について、３月１７日に現地調査委員であります「前田精
一委員」と私が現地調査をしていますので、「前田精一委員」に現地調査の報告と申請内容の説明を
お願いします。

　申請場所は、この庁舎を左折し国民宿舎方面に３ｋｍほど北東へ行き手前の公園を右折したところに
あります。
　申請地は、現況写真のように公園となっていました。地目変更登記のための願出です。

　「前田精一委員」から現地調査の報告と申請内容の説明が終わりましたが、ご質問やご意見はありま
せんか。

（質問・意見等なし）

　質問や意見等がないようですので、採決を取ります。願い出のとおり「可」とすることに決定してよろし
いか。ご異議のない方は挙手をお願いいたします。

　異議なしと認めます。それでは、議案第４４号　番号２番の非農地証明願については、証明を「可」と
することに決定します。

　事務局の朗読が終わりました。議案第４５号　番号１番と番号２番の申請について、３月１７日に担当委
員であります「山本太一委員」と私が現地調査をしていますので、「山本太一委員」に現地調査の報告と
申請内容の説明をお願いします。

　申請場所は、県道香住村岡線において香住区から村岡区に入ってすぐの境集落の入り口付近と、そ
こから村岡方面に約３００ｍいきた右側にあります。
　申請内容は、双方の合意により交換するもので、所有権移転登記のための申請です。

　「山本太一委員」から現地調査の報告と申請内容の説明が終わりましたが、ご質問やご意見等はあり
ませんか。

（質問・意見等なし）

　質問や意見がないようですので、案件ごとに採決を取ります。番号１番は申請のとおり許可することに
ご異議ございませんか。ご異議のない方は挙手をお願いします。

　異議なしと認めます。それでは、議案第４５号　番号１番の申請については、許可することに決定しま
した。
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議　長

（全員挙手）

議　長

議　長

（着席）

議　長

２番

　議　長

議　長

（全員挙手）

議　長

議　長

議　長

事務局

議　長

６番

　議　長

議　長

　「中村成一委員」から現地調査の報告と申請内容の説明が終わりましたが、ご質問やご意見等はあり
ませんか。

（質問・意見等なし）

　質問や意見がないようですので、採決を取ります。申請のとおり許可することにご異議ございません
か。ご異議のない方は挙手をお願いします。

　異議なしと認めます。それでは、議案第４５号　番号３番の申請については、許可することに決定しま
した。

　日程第６　議案第４６号「農地法第５条の規定による農地等の所有権移転許可申請承認について」を
議題とします。

　事務局に議案の朗読をさせます。

　番号、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、申請人、転用目的、施設の概要、農地区
分、参考資料として議案資料①の２３ページから２８ページです。

　事務局の朗読が終わりました。それでは、議案第４６号の申請について、３月１７日に担当委員であり
ます「文堂福一委員」と私が現地調査をしていますので、「文堂福一委員」に現地調査の報告と申請内
容の説明をお願いします。

　質問や意見等がないようですので、採決を取ります。議案第４６号の申請については、香美町農業委
員会の「可」とする意見書を添えて知事に進達することとしてよろしいか。ご異議のない方は挙手をお願
いします。

　次に番号２番は申請のとおり許可することにご異議ございませんか。ご異議のない方は挙手をお願い
します。

　異議なしと認めます。それでは、議案第４５号　番号２番の申請については、許可することに決定しま
した。

　東垣泰彦委員は議席に着席をお願いします。

（質問・意見等なし）

　申請場所は、国道９号の高井の信号を東側に５０ｍほど入ったところにあります。
　申請内容は、譲受人の自宅が申請地に隣接してありますが、自宅の前が狭く、玄関前まで車を入れ
たいという思いがあり譲渡人がその要望に応じたもので、所有権移転登記のための申請です。

　「文堂福一委員」から現地調査の報告と申請内容の説明が終わりましたが、ご質問やご意見はありま
せんか。

　次に議案第４５号　番号３番の申請について、３月１７日に現地調査委員であります「前田精一委員」と
担当委員であります「中村成一委員」が現地調査をしていますので、「中村成一委員」に現地調査の報
告と申請内容の説明をお願いします。

　申請場所は、県道香住村岡線沿いにある香住区中野の区画整理された圃場の一画にあります。
　申請内容は、経営規模拡大のため譲受人からの要望に不在地主である譲渡人が応じたもので、所有
権移転登記のための申請です。
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（全員挙手）

議　長

議　長

事務局

議　長

８番

　議　長

議　長

（全員挙手）

議　長

議　長

事務局

議　長

農林担当

　議　長

　日程第７　議案第４７号「農地法第３条第２項第５号括弧書きに定める別段の面積（下限面積）の指定
について」を議題とします。
　現在、香美町では農地を取得できる下限面積を３０アールと定めておりますが、平成２９年１１月の総
会において「香美町空き家バンクに付帯した遊休農地の別段面積及び当該区域の指定に関する内
規」を議決し、その内規において、空き家バンクに付帯した農地取得のための下限面積は１㎡とし、そ
の地番を指定して告示することによって当該地番のみ１㎡とすることができるとしています。それでは事
務局に議案の朗読をさせます。

　議案の朗読をする。

（質問・意見等なし）

　質問や意見がないようですので、採決を取ります。議案第４７号の申請については、申請のとおり指定
することにご異議ございませんか。ご異議のない方は挙手をお願いします。

　異議なしと認めます。それでは、議案第４７号の申請については、指定することに決定しました。

　事務局の朗読が終わりました。それでは、議案第４７号の申請について、３月１７日に現地調査委員で
あります「門垣日出男委員」と私が現地調査をしていますので、「門垣日出男委員」に現地調査の報告
と申請内容の説明をお願いします。

　申請場所は、国道４８２号の矢田川を挟んで東側に平行にはしっている町道石寺新屋線を小代小学
校校門前から道なりに５ｋｍ弱南下したところにある新屋地区内にあります。
　申請地は、１箇所はジャガイモが植えられた形跡があり、もう１箇所は柿の木が１本だけ植えてありまし
た。
　申請内容は、不在地主である申請人が、空き家バンクに農地を付帯させ所有権移転を行いたいとの
思いから本申請に至っております。

　「門垣日出男委員」から現地調査の報告と申請内容の説明が終わりましたが、ご質問やご意見はあり
ませんか。

（質問・意見等なし）

　担当者からの説明が終わりましたが、ご質問やご意見はありませんでしょうか。

　「香美町農用地利用集積計画一覧表」に基づき説明する。

　日程第８　議案第４８号「農用地利用集積計画の決定について」を議題とします。農業経営基盤強化
促進法第１８条第１項の規定により、市町村は農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定
を経て、農用地利用集積計画を定めなければならないと規定されています。それでは事務局に議案の
朗読をさせます。

　議案の朗読をする。

　事務局の議案の朗読が終わりました。次に農用地利用集積計画の詳細について、農林水産課の担
当が説明します。

　異議なしと認めます。それでは、議案第４６号の申請は、香美町農業委員会の「可」とする意見書を添
えて知事に進達します。
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議　長

（全員挙手）

議　長

　議　長

事務局

議　長

議　長

（全員挙手）

議　長

議　長

議事録署名委員 ㊞

㊞

　質問や意見等がないようですので、採決を取ります。議案第４９号の「農地法第５２条に基づく農地の
賃借料情報の提供について」は原案どおり決定してよろしいか。ご異議のない方は挙手をお願いいた
します。

　異議なしと認めます。それでは、議案第４９号「農地法第５２条に基づく農地の賃借料情報の提供につ
いて」は原案どおり決定します。

　質問や意見等がないようですので、これより採決を取ります。議案第４８号「農用地利用集積計画の決
定について」は原案どおり決定してよろしいか。ご異議のない方は挙手をお願いいたします。

　異議なしと認めます。それでは、議案第４８号「農用地利用集積計画の決定について」は原案のとおり
決定します。

　以上で、審議について終わります。

　日程第９　議案第４９号「農地法第５２条に基づく農地の賃借料情報の提供について」を議題としま
す。農地法第５２条において、農業委員会は農地の賃借料の情報提供をすることが定められています。
　それでは事務局に議案の朗読と内容の説明をさせます。

　議案の朗読。続きまして、説明に入らせていただきます。令和２年１月から１２月までに経営基盤強化
促進法の利用権設定で契約したものを集計したものです。契約の中で、玄米で物納している場合は、
市場相場を農協で確認し、全区とも３０ｋｇあたり７，１００円で取引されているとのことなので、その金額を
計上しています。
　これらを平均したものが、香美町賃借料情報となり、情報提供したいと思います。

　事務局の議案の朗読と内容の説明が終わりましたが、ご質問やご意見等はございませんか。

（質問・意見等なし）
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